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【手続補正書】
【提出日】令和2年4月16日(2020.4.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の工程（１）を含む、赤シソ葉抽出物の製造方法。
（１）酸が添加された赤シソ葉を、ｐＨ４．５～７．０の条件下に水で抽出する工程
【請求項２】
　下記の工程（１）～（３）を含む、精製赤シソ葉抽出物の製造方法。
（１）酸が添加された赤シソ葉を、ｐＨ４．５～７．０の条件下に水で抽出する工程
（２）工程（１）で得られた抽出液を濃縮する工程
（３）工程（２）で得られた濃縮抽出液にエタノール又はエタノール水溶液を添加し、次
いで沈殿物を除去する工程
【請求項３】
　工程（１）における抽出温度が５０℃以上である請求項１又は２記載の製造方法。
【請求項４】
　工程（１）おける水の浴比が４～３５（Ｌ／ｋｇ）である請求項１～３のいずれか１項
記載の製造方法。
【請求項５】
　工程（３）において、濃縮抽出液にエタノールの濃度が４０～９５容量％となるように
エタノール又はエタノール水溶液を添加する請求項２～４のいずれか１項記載の製造方法
。
【請求項６】



(2) JP 2020-83822 A5 2020.7.16

　工程（３）において、濃縮抽出液のｐＨが４．５～７．０である請求項２～５のいずれ
か１項記載の製造方法。
【請求項７】
　工程（２）において、更に、必要に応じて、濃縮前に工程（１）で得られた抽出液のｐ
Ｈを４．９～７．０に調整するか、又は濃縮後に濃縮抽出液のｐＨを４．９～７．０に調
整する、請求項２～６のいずれか１項記載の製造方法。
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